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※ 「三重県債権の管理及び私債権の徴収に関する条例J抜粋

(徴収停止)

第十一条知事等は、私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全作履行さ

れていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが

著しく困難又は不適当であると認めるときは、規則等で定めるところにより、以後

その保全及び取立てをしないことができる。

(賂)

二 債務者の所在が不明であり、かっ、差し押さえることができる財産の価額が強

制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(私債権の放棄)

第十四条 知事等は、私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合において

は、当該私債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

一 第十一条の規定による措震を採った私債権について、当該搭置を採った日から

ニ年を経過した日以後においても、なお向条各号のいずれかに該当する事ぬがあ

ると認められるとき(消滅時効の期間が経過するまでに同条各号のいずれかに該

当しなくなると見込まれる事由があるときを徐く。)。
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資料 2

令和元年度

債権処理計画(平成初年度実績・令和元年度目標)について

雇 用経済部













































調定額 6万 4，483円

収入済額 6万 4，483円

これは、特許権等の実施料を収入したものであります。

第 2項財産売払収入

第 2目 物品売払収入 (116頁)のうち、当部関係は、

予算現額 37万 5，000円

調定額 34万 3，108円

収入済額 34万 3，108円

これは、伊勢志摩サミット記念館オリジナノレグッズの売払収入

であります。

第 3目 生産物売払収入 (118頁)のうち、当部関係は、

予算現額 31万 4，000円

調定額 51万 2，160円

収入済額 51万 2，160円

これは、工業研究所における清酒酵母の売払収入であります。

第 11款寄附金

第 1項寄附金

第 9目 商工費寄F付金

予算現額

調定額

収入済額

(122頁)

149万 5，000円

149万 5，000円

149万 5，000円
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第 14款諸収入

第 4項貸付金元利収入

第 9目 労働福祉対策資金貸付金元利収入 (130頁)

予算現額 2億 5，805万 9，000円

調定額 2億 5，805万 9，000円

収入済額 2億 5，805万 9，000円

となっております。

第 34目 みえ地域コミュニティ応援ファンド事業貸付金

元利収入 (132頁)

予算現額 38億 3，635万 9，000円

調定額 38億 2，675万 8，228円

収入済額 38億 2，675万 8，228円

となっております。

第 5項受託事業収入

第 7目 商工関係受託事業収入 (136頁)

予算現額 4， 142万 7，000円

調定額 3，076万 210円

収入済額 3，076万 210円

これは、競争的研究プロジェクト受託事業にかかる収入であり

ます。
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調定額

収入済額

不納欠損額

4，648万 5，058円

102万 1，300丹

30万円

収入未済額 4，516万 3，758円

不納欠損額は、ふるさと雇用再生特別基金事業主一時金支給決

定取消に係る返還金が、債務者の死亡等により収納不納となった

ため、三重県債権の管理及び私債権の徴収に関する条例に基づき

行った徴収停止から 3年経過後も回収が著しく困難であったため、

不納欠損処分を行ったものであります。

また、収入未済額の主なものは、中小企業従業員住宅にかかる

賃貸料で企業倒産による未収金であります。

第 6目 違約金及び返納利息 (142頁)のうち、当部関係は、

予算現額 l方 7，000円

調定額 1万 7，800円

収入済額 l万 7，800円

これは、緊急雇用創出事業の事業者返還金を収納したことにか

かる遅延利息等であります。

第 15款畏債

第 1項県債

第 12目 商工債 (164頁)

予算現額 5，400万円

謂定額 5，400万円
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収入済額 5，400万円

これは、県営サンアリーナの施設改修工事等への充当でありま

す。

【一般会計の藤出決算】

引き続き、一般会計の歳出決算について、ご説明します。

予算現額 155億 2，111万 6，000円

支出済額 151億 9，160万 7，806円

繰越額 7，413万 7，000円

不用額 2億 5，537万 1，194円

以下、項目ごとにご説明します。

第 5款労働費 (294頁)

予算現額 21億 5，407万 7，000円

支出済額 20億 3，676万 5，202円

不用額 1億 1，731万 1，798円

となっております。

不用額の主なものは、地域雇用対策事業費、公共職業能力開発推進

事業費等の実績の減によるものです。

以下、項目ごとにご説明します。

第 1項労政費 (294頁)

予算現額 13億 7，285万 3，000円
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引き続き、特別会計について、ご説明します。

平成 30年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計歳入

歳出決算事項別明細書 (566頁)について、ご説明します。

この貸付事業は、中小企業等の経営の近代化、合理化の促進を図る

ために、経営革新及び事業協同組合等が行おうとする事業の共同化、

集団化等、中小企業の構造の高度化に関する事業資金の貸付等を行う

ものであります。

【特別会計の藤入決算】

まず、特別会計の歳入は、一般会計からの繰入金、前年度からの繰

越金、貸付金元利収入等の諸収入及び県債であります。

予算現額 6{j意 9，081万 2，000円

調定額 42億 2，310万 8，542円

収入済額

不納欠損額

収入未済額

Y 

8億 7，478万 5，001円

6{j意 8，331万 997円

26 イ意 6， 501 万 2， 544 丹

不納欠損額は、中小企業高度化資金貸付金において特定調停事件に

係る合意に基づき弁済の履行が完了したことに伴う債権放棄や、相続

財産の処分結了等により債権の請求可能な相手先がなくなったため、

不納欠損処分を行ったものであります。

収入未済額は、貸付企業等の経営不振により、高度化事業資金貸付
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金及び設備近代化資金貸付金の償還が遅延しているものでありますが、

これらにつきましては、企業等の実態去十分把握し、企業等の実情に

応じた、分割弁済、連帯保証人による弁済など、その債権回収に努め

ているところであります。

【特別会計の歳出決算】

次に、特別会計の歳出は、高度化事業資金貸付金、中小企業基盤整

備機構への償還金、一般会計への繰出金等であります。

予算現額 6億 9，081万 2，000円

支出済額 6億 8，390万 1，763円

不用額 691万 237円

不用額の主なものは、高度化事業資金貸付金において、債権回収に

よる法的措置に伴う報償費の執行が想定よりも下回ったことなどによ

るものです。

以上をもちまして、雇用経済部及び労働委員会にかかる平成 30年度

歳入歳出決算の概要の説明を終わらせていただきます。

何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
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